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◆ 当ファンドは、2024年7月以降下落していましたが、2025年3月以降は上昇に転じています。

◆ 当資料では、基準価額の値動きについて、「基準価額推移の要因分解」、「GDP成長率と企業利益の動向」、
「米国による追加関税の影響」、「インド政府とインド中央銀行（RBI）の各政策」、「業種別、規模別
指数の推移」でご紹介し、「今後の見通し」についてもご案内いたします。

当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

臨時レポート

HSBC インド・インフラ株式オープン
足元の運用状況と今後の見通し

2025年10月

当ファンドの基準価額（分配金再投資基準価額）と各株価指数の推移
（2022年9月30日～2025年10月17日、日次）

（年/月）

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。
使用した各指数はいずれもトータルリターン。

当ファンド下落局面
（2024年7月11日～2025年3月3日、日次）

（年/月）

出所：ブルームバーグのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

2022年9月30日を100として指数化

2024年7月11日を100として指数化

当ファンド上昇局面
（2025年3月3日～2025年10月17日、日次）

2025年3月3日を100として指数化

（年/月）

当ファンド
下落局面

当ファンド
上昇局面
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2024年7月11日を100として指数化

インド株式市場*への海外機関投資家の資金流出入額の推移
（2024年7月～2025年10月（2025年10月は17日まで）、月次）

＊ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所の合計額
出所：ブルームバーグのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

（年/月）

（億米ドル）

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

当ファンドの基準価額推移の要因分解
（2024年7月11日～2025年10月17日、日次）

（年/月）

為替（米ドル/円、米ドル/インドルピー）の推移
（2024年7月11日～2025年10月17日、日次）

（年/月）

◆ 2024年6月末以降の基準価額推移を要因分解すると、
・ 当ファンド下落局面のうち、2024年9月末までは為替（インドルピー/円）のうち、特に米ドル安・円高
 が主な要因となった一方、同年10月以降は海外機関投資家の売りを背景に株式が下落したことが主な
 下落要因となりました。
・ 上昇局面では、2025年3月以降の株式の反転上昇が主な上昇要因となり、為替は横ばいに推移しました。

1. 基準価額推移の要因分解

（米ドル/円） （米ドル/インドルピー、逆目盛）

当ファンド下落局面
（2024年7月11日～2025年3月3日）

当ファンド上昇局面
（2025年3月3日～2025年10月17日）

当ファンド
82

当ファンド下落局面
（2024年7月11日～2025年3月3日）

当ファンド上昇局面
（2025年3月3日～2025年10月17日）

当ファンド下落局面
（2024年7月～2025年2月）

当ファンド上昇局面
（2025年3月～2025年10月）

株式
98

為替
88

円
安
・
米
ド
ル
高

円
高
・
米
ド
ル
安

ル
ピ
ー
高
・
米
ド
ル
安

ル
ピ
ー
安
・
米
ド
ル
高



3

5.6%

6.4%
7.4%

7.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

120

140

160

180

200

220

240

260

2
3
年

9
月

末

2
3
年

1
2
月

末

2
4
年

3
月

末

2
4
年

6
月

末

2
4
年

9
月

末

2
4
年

1
2
月

末

2
5
年

3
月

末

2
5
年

6
月

末

2
5
年

9
月

末

2
5
年

1
2
月

末

予想（左軸）

実績（左軸）

成長率（前年同期比、予想、右軸）

成長率（前年同期比、実績、右軸）

2.GDP成長率と企業利益の動向

当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

◆ 2024年10月以降、海外機関投資家がインド株式を売り越しましたが、その背景は以下の通りです。
①2024年度第2四半期の実質GDP成長率が市場予想を下回ったこと
②同四半期の企業利益が市場予想を下回ったこと
③米国のトランプ大統領再選により、世界的に不確実性が高まったこと

◆ 一方、実質GDP成長率は、直近で発表された2025年度第1四半期の実質GDP成長率は7.8%と復調している
こと、企業利益も2024年度第3四半期以降は予想を上回っていることから、海外機関投資家の売り越しも
徐々に落ち着きを取り戻すとみています。

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

インド実質GDP成長率（前年同期比）の推移
（2021年度第1四半期～2025年度第1四半期）

（インドルピー）

インドの企業利益（一株当たり利益）の予想と実績の推移
（2023年度第2四半期～2025年度第3四半期）

インド株式はNifty500指数を使用。
企業利益の予想は、各期末時点および2025年度第2四半期と第3四半期は2025年9月末時点のブルームバーグコンセンサス。
企業利益の成長率（予想）は前年同期の実績値と当期の予想を比較したもの
出所：ブルームバーグのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

インドの主要輸出品目における米国の関税
（2025年8月末現在）

インドの国別輸出比率
（2024年）

*1 各品目において基本税率も含めて「関税ゼロ」となる主な品名は、
電子機器・機械ではスマートフォン、医薬品・化学製品では医薬品、燃料では軽油・ガソリン・ジェット燃料油

*2 自動車において25％の税率が上乗せされる主な品名は自動車および小型トラックの部品
※ 円グラフは表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります
出所：HSBCグローバルリサーチおよびGTRIのレポート、ブルームバーグのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

米国
18%

アラブ首
長国連邦

9%

オランダ
6%

シンガポール
4%

中国
3%英国

3%

サウジアラビア
3%

バングラデシュ
3%

ドイツ
2%

イタリア
2%

その他
48%

基本税率 上乗せ関税 米国向け 米国向け
（加重平均、％） （相互関税+ （億米ドル） （対GDP比、％）

追加関税、％）

電子機器・機械
*1 1.4 一部免税 226 0.6

医薬品・化学製品
*1 1.5 一部免税 151 0.4

宝石・宝飾品 1.6 50 115 0.3

繊維・衣料品 9.2 50 107 0.3

農産物・食肉製品 2.4 50 59 0.2

金属製品 1.8 50 56 0.1

燃料*1 0 一部免税 42 0.1

50%または
25%

米国による関税 インドの輸出（24年度）

輸出品目

自動車*2 1.4 34 0.1

2025年度

◆ 2025年8月27日に、米国がインドに対し25%の追加関税を発動し、米国向け輸出品には既存の税率に加え
て50%の税率が上乗せされました。しかしながら、これは全ての輸出品に一律で課せられているわけでは
なく、米国向け全輸出品のうち約30％が基本税率も含めて「関税ゼロ」となっています。

◆ 一方、底堅く推移する世界経済を背景に、インドから米国以外の国への輸出は拡大するとみられ、中東、
アジア、欧州地域などへの輸出先分散を図っていくものと思われます。

3. 米国による追加関税の影響
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当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

4. インド政府とインド中央銀行（RBI）の各政策
◆ インドは外的要因にさらされていますが、政府とRBIは国内経済を活発化させるため様々な政策を進めてい

ます。これらの政策が個人消費や民間企業の活動を活発化させると期待されます。

◆ RBIは、インフレ率の落ち着きを背景に経済成長下支えを主な目的として、2025年2月以降利下げに転じて
います。現在の低インフレ率が継続すれば、2025年12月の会合において0.25％の追加利下げが予想されて
います。

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

※インフレ率は消費者物価指数（前年同月比）。2025年9月以降のインフレ率はRBI（2025年10月1日時点）、2025年11月以降の政策金利は
HSBCグローバルリサーチ（2025年10月1日時点）の予測値。ただし、インフレ率と政策金利の予想は四半期ベース。

出所：LSEG、HSBCグローバルリサーチ、RBIのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

（％） インフレ率と政策金利の推移
（2015年1月～2026年6月）

インフレ目標範囲
２％～６％

(2025年10月時点)

（年/月）

インド景気を加速させる6大要因
（2025年9月時点） 物品・サービス税（GST）減税  

（2025年9月実施）

GDP押し上げ効果：0.4%
インフレ率（CPI）0.3％低下

所得税減税
（2025年2月実施）

GDP押し上げ効果：0.3%

公務員の給与引き上げ
（2026年9月までに実施予定）

最低賃金の引き上げ
住宅手当、年金等の見直し
GDP押し上げ効果：1%

流動性の強化
（2025年6月実施）

中央銀行による準備金の削減等に
より流動性増強
GDP押し上げ効果：3.5%

モンスーン

農業収入を支える
例年並みの降水量

住宅ローン金利の引き下げ
（2025年6月実施）

GDP押し上げ効果：0.1%

出所：HSBCアセットマネジメント（インド）の資料をもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成
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インドルピーの実質実効為替レート

期間平均

◆ ここ半年ほどインドルピーは対米ドルで弱含んでいますが、通貨の総合的な価値を示す実質実効為替レート
の推移を見ると、足元の水準は過去約10年の平均を大きく下回っており、ここからの下値は限定的である
と考えられます。インド政府やRBIの各政策により、インド株式・債券への資金流入が回復すれば、インド
ルピーの反発も期待できます。

インドルピーの実質実効為替レートの推移
（2015年1月末～2025年8月末）

出所：ブルームバーグのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

（年/月）

（ご参考）インドルピーの実質実効為替レート
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5. 業種別指数の推移

当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

当ファンドの業種別組入比率
（2025年9月末時点）

主な業種別指数の騰落率

◆ 2025年2月末までは、当ファンドが保有するセクターの資本財、素材、エネルギー、公益等の株価はインド
株式全体と比較し軟調に推移しましたが、3月以降は堅調に推移しています。

◆ 2025年末から2026年末の業種別利益成長率予想では、業種ごとにばらつきはあるものの、特に資本財、
素材、不動産において高い成長率が予想されています。

出所：ブルームバーグのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

インド株式はNifty500指数、資本財はBSE Capital Goods Index、素材はBSE Commodities Index、エネルギーはBSE Energy Index、
公益はBSE Utilities Index、不動産はBSE Realty Indexを使用。いずれもトータルリターン、インドルピー建て。
※各指数はインドの代表的株式指数として参照したもので、当ファンドのベンチマークではありません。

主な業種別指数の一株当たり利益成長率予想
（2025年末～2026年末予想、2025年10月17日時点）

資本財
39.5%

素材
13.4%

エネルギー
12.2%

公益事業
9.6%

金融サービス
6.9%

電気通信サービス
4.9%

その他
13.8%

キャッシュ等
-0.3%

22.2%

27.5%

6.2%

11.3%

26.0%

16.9%

0%

10%

20%

30%

資本財 素材 エネルギー 公益 不動産 インド株式

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

インド株式

不動産

公益

エネルギー

素材

資本財

2024年6月末~2025年2月末

2025年2月末~2025年9月末

＊マザーファンドの組入比率です。表示単位未満を四捨五入
しているため、合計が100％にならない場合があります。
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6. 規模別指数の推移

◆ 当ファンドは企業の規模に関わらず、インドのインフラ関連の株式を重点的に組入れており、その結果と
して、2025年9月末時点の中小型株の比率が34%程度となっています。

◆ 2024年9月末にかけて中小型株が大型株と比較しても大きく上昇し、その反動もあり同年10月以降は
中小型株の調整が大きくなりました。

◆ 2025年3月以降は、中小型株の割高感も解消され、上昇に転じています。

当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

当ファンドの規模別組入比率
（2025年9月末時点）

出所：ブルームバーグ、SEBIのデータをもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成

大型株はNifty 100指数、中型株はNifty Midcap 150指数、小型株
はNifty Smallcap 250指数を使用、いずれもトータルリターン、
インドルピー建て。
※各指数はインドの規模別代表的株式指数として参照したもので、

当ファンドのベンチマークではありません。

インド株式規模別指数の推移
（2023年12月29日～2025年10月17日）

（年/月）

・ 分類基準（2025年1月～6月の平均時価総額）
 インド証券取引委員会（SEBI）にて、時価総額上位100位以上を
大型株、101～250位を中型株、251位以下を小型株と定義。

インド株式規模別指数 予想PERの推移
（2017年4月～2025年9月）

（倍） （倍）

（倍）

2023年12月29日を100として指数化
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0
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小型株 小型株平均

＊マザーファンドの組入比率です。表示単位未満を四捨五入
しているため、合計が100％にならない場合があります。

（年/月）（年/月）

（年/月）
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当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。

データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資し
たものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

当ファンドの基準価額と純資産総額の推移
（2009年10月1日～2025年9月30日）

税引前分配金の推移（１万口当たり）

＊将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

（年/月）

（円） （億円）

期間別騰落率（税引前）
（2025年9月30日時点）

＊騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。

1ヶ月 1.2%

3ヶ月 -2.7%

6ヶ月 2.6%

1年 -12.4%

3年 67.1%

設定来 89.6%

決算期 分配金（円）

第12期（21年6月17日） 0

第13期（22年6月17日） 60

第14期（23年6月19日） 100

第15期（24年6月17日） 100

第16期（25年6月17日） 100

設定来累計 360

7. 今後の見通し

◆ 今後も米国との関税交渉などの不透明感やそれに伴う海外機関投資家の動向には注意が必要ですが、イン
ド国内では、物品・サービス税（GST）減税や政策金利引き下げによる金融緩和など景気刺激策が相次い
で発表されています。GDPや企業利益の成長率に底堅い動きが見られれば、当ファンドを含め、インド株
式全体も上昇トレンドが継続することが期待できます。

◆ また、2025年10月8日に新たな国際空港「ナビ・ムンバイ国際空港」が開業しました。滑走路やターミ
ナル拡張が予定されており、都市圏の成長戦略で重要なインフラとなることが確実視されています。

◆ 今後も多岐にわたるインフラ関連支出を継続することが確認されており、インフラ関連株式の上昇も継続
すると見込んでいます。

出所：各種報道等をもとにHSBCアセットマネジメント株式会社が作成。写真はイメージ。
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当ファンドの特色

インフラとは・・・

 マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。

インドのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォ
リオを構築します。

「ＨＳＢＣ インド・インフラ株式マザーファンド」*1 への投資を通じて、主にインド共和国*2 のインフラに関連
する株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

投資対象企業
・インド国内のインフラ関連企業

・インドのインフラに関連し、収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている、インド以外の国の企業

投 資 対 象
有 価 証 券

・インドの証券取引所（ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所）に上場あるいはその他の取引所または
取引所に準ずる市場で取引されている投資対象企業の株式

・投資対象企業のＡＤＲ（米国預託証書）やＧＤＲ（グローバル預託証書）

※ 預託証書とは、ある国の会社の株式を海外でも流通させるために、当該株式を銀行等に預託し、その見合いに海外で発行
される証券のことをいいます。

・投資対象企業の株価に連動するオプションを表示する証券または証書 等
※Participatory Note（P-Note）を組み入れます。P-Note とは、金融業者（銀行、証券会社等）が投資対象国外で発行する

証券で、投資対象国の特定の株価に連動します。

＊1 以下、「マザーファンド」といいます。 ＊2 以下、「インド」といいます。

3

2

1

インフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌漑（かんがい）、電力、
通信、公共住宅など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことです。

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
が運用を行います。

 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドに、

マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。

 ＨＳＢＣアセットマネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。

インドの株式等に投資します。

＜分配金に関する留意点＞
⚫ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、

基準価額は下がります。
⚫ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が

あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ず
しも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

⚫ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり
ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。

 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

※市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

【当資料で使用している指数について】
指数に関する知的財産権その他一切の権利は各指数の公表企業などに属します。また、指数公表企業などは指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。

当資料の「留意点」については、後掲をご覧ください。
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当ファンドの主なリスク

投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。
当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価
格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資
元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的
または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現
時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。

信 用 リ ス ク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収
できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅
延等が発生する場合があります。

為替変動リスク 外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。

流 動 性 リ ス ク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急
激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買
できないことがあります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資
本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難
になることがあります。新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいこと
などから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。

税制変更リスク

インド株式等への投資部分に対しては、インドの税制に従って課税されます。インドにおいては、
非居住者による保有有価証券の売買益に対して保有期間に応じたキャピタル・ゲイン税等が課さ
れます。税率、課税方法の変更、および新たな税制が適用された場合には、基準価額に影響を与
える可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。

投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。

当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格
変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本

を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期
的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現
時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。

信 用 リ ス ク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支
払遅延等が発生する場合があります。

為替変動リスク 外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。

流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急
激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を
売買できないことがあります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資
本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困
難になることがあります。
新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リス
クが大きくなる傾向があります。

税制変更リスク

インド株式等への投資部分に対しては、インドの税制に従って課税されます。インドにおいては非居
住者による1年未満の保有有価証券の売買益に対してキャピタル・ゲイン課税が適用されておりま
す。将来、税率、課税方法の変更、および新たな税制が適用された場合には、基準価額に影響
を与える可能性があります。

委託会社、その他関係法人

⚫ 当資料は委託会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全
性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、データ等は過去の
実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組
入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損
益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。

⚫ 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機
関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37
条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。

⚫ 購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）を販売会社
からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

【留意点】

委 託 会 社 ： ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

投資顧問会社
（運用委託先）

： ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド

受 託 会 社 ： 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

販 売 会 社 ： 委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。

※ 販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご
請求は」をご覧ください。販売会社は、投資信託説明書（交付目論見書）の提供場所になります。

＜照会先＞ 電話番号 03-3548-5690
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ
www.assetmanagement.hsbc.co.jp
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お申込メモ／当ファンドの費用
＜詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞

当ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料
購入時にご負担いただきます。購入金額に、3.85％（税抜3.50％）を
上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用

信 託 財 産 留 保 額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50％の率を乗じて得
た額（換金時）

換金される投資者に換金で生じるコストを一部負担
していただくものです。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

年2.09％（税抜年1.90％）以内
運用管理費用は、以下の信託報酬率により計算されます。 ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて

得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上さ
れ、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計
算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信
託終了のとき、ファンドから支払われます。

純 資 産 総 額 の う ち 、 25億円以下の部分
25億円超
50億円以下の部分

50億円超の部分

信託報
酬率

税込 年1.76％ 年1.87％ 年2.09％

税抜 年1.60％ 年1.70％ 年1.90％

内
訳
（税
抜
）

（委託会社） 年0.83％ 年0.93％ 年1.13％
ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含
まれます。）

（販売会社） 年0.70％ 年0.70％ 年0.70％
分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

（受託会社） 年0.07％ 年0.07％ 年0.07％
運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価

そ の 他 費 用 ・ 手 数 料

ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。

・有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理
に要する費用等

・振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に
支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。）

※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。

※ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社でお支払いします。

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

申 込 受 付 不 可 日
日本国内の営業日であっても、インドの証券取引所（ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所）、香港の証券取引所の休
場日のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。

購入・換金の申込受付の
中 止 お よ び 取 消 し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付
の中止および取消しを行う場合があります。

信 託 期 間 無期限（信託設定日：2009年10月1日）

繰 上 償 還 ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。

決 算 日 毎年6月17日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあり
ます。

課 税 関 係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

そ の 他 基準価額（1万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「印度インフラ」の略称で掲載されます。

当資料の「留意点」については、前掲をご覧ください。
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お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は
（商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎 五十音順、2025年9月30日現在）

当資料の「留意点」については、前掲をご覧ください。

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号
加入協会 一般社団法人投資信託協会/一般社団法人
               日本投資顧問業協会/日本証券業協会

金

融

商

品

取

引

業

者

登

録

金

融

機

関

あかつき証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第67号 ○ ○ ○

安藤証券株式会社 ○ 東海財務局長(金商)第1号 ○

いちよし証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第24号 ○ ○

岩井コスモ証券株式会社 ○ 近畿財務局長(金商)第15号 ○ ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 ○ 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○

○ 福岡財務支局長(金商)第5号 ○ ○

OKB証券株式会社（インターネットのみ） ○ 東海財務局長(金商)第191号 ○

岡三証券株式会社（岡三オンラインのみ） ○ 関東財務局長(金商)第53号 ○ ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第169号 ○

岡安証券株式会社 ○ 近畿財務局長(金商)第8号 ○

香川証券株式会社 ○ 四国財務局長(金商)第3号 ○

極東証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第65号 ○ ○

篠山証券株式会社 ○ 近畿財務局長(金商)第16号 ○

四国アライアンス証券株式会社 ○ 四国財務局長(金商)第21号 ○

株式会社証券ジャパン ○ 関東財務局長(金商)第170号 ○ ○

株式会社スマートプラス ○ 関東財務局長(金商)第3031号 ○ ○ ○

大和証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ ○

中銀証券株式会社 ○ 中国財務局長(金商)第6号 ○

東海東京証券株式会社 ○ 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○ ○

八十二証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第21号 ○ ○

百五証券株式会社 ○ 東海財務局長(金商)第134号 ○

○ 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第61号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第105号 ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第185号 ○

○ 東北財務局長(金商)第3号 ○

○ 関東財務局長(金商)第3233号 ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

○ 関東財務局長(金商)第78号 ○

○ 関東財務局長(金商)第199号 ○

○ 関東財務局長(登金)第43号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第633号 ○

○ 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

株式会社熊本銀行 ○ 九州財務局長(登金)第6号 ○

○ 福岡財務支局長(登金)第3号 ○

○ 近畿財務局長(登金)第14号 ○

○ 中国財務局長(登金)第2号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第579号 ○ ○

○ 福岡財務支局長(登金)第7号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第624号 ○ ○

○ 関東財務局長(登金)第105号 ○ ○

株式会社三井住友銀行（インターネットのみ） ○ 関東財務局長(登金)第54号 ○ ○ ○

マネックス証券株式会社

一

般

社

団

法

人

第

二

種

金

融

商

品

取

引

業

協

会

金融商品取引業者名 登録番号

日

本

証

券

業

協

会

一

般

社

団

法

人

日

本

投

資

顧

問

業

協

会

一

般

社

団

法

人

金

融

先

物

取

引

業

協

会

三菱ＵＦＪ eスマート証券株式会社

むさし証券株式会社

FFG証券株式会社

明和證券株式会社

松井証券株式会社

山形證券株式会社

株式会社中国銀行

株式会社福岡銀行

PayPay銀行株式会社

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・

リミテッド

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

楽天証券株式会社

リーディング証券株式会社

リテラ・クレア証券株式会社

株式会社十八親和銀行

株式会社但馬銀行

株式会社東京スター銀行

株式会社足利銀行

株式会社ＳＢＩ新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)

株式会社ＳＢＩ新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式

会社)
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